
 

 

標識の掲示について 
 
●標識は，届出住宅の門扉，玄関（建物の正面の入り口） 
等の，概ね地上 1.2メートル以上 1.8メートル以下（表札 
等を掲げる門扉の高さから玄関ドアの標準寸法 2メートル 
以上の高さ以内）で，公衆が認識しやすい位置に掲示する 
こと。 
 
 
 
 
 
●共同住宅の場合にあっては，個別の住戸に加え，共用エン 
トランス，集合ポストその他の公衆が認識しやすい箇所へ簡 
素な標識（※）を掲示することが望ましい。なお，分譲マン  
ション（住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物 
で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合）の 
場合は，標識の掲示場所等の取扱いについて，予め管理組合 
と相談することが望ましい。 
 
 
 
 
  
 
 
●戸建て住宅の場合にあっても，届出住宅の門の扉（二世帯住宅等で玄関が複数ある場合や，住宅宿泊事業者が

自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の敷地内にある場合等），玄関（門扉から玄関まで離れ

ている場合等）等への掲示によるだけでは，公衆にとって見やすいものとならない場合には，簡素な標識（※）

を掲示することが望ましい。 
※簡素な標識とは，例えば，標識の一部分を，集合ポスト等の掲示が可能なスペースに合わせて掲示するといっ

た方法が考えられる。 
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